
令和 3 年 9 月 3 日 

(一社)住宅性能評価・表示協会 

(一社)住宅性能評価・表示協会の刊行物等からの転載について 

(一社)住宅性能評価・表示協会の刊行物、ホームページ等の本文、図表の一部を転載する

場合は、下記に注意の上、転載届出書（様式 1）により事前に届出を行ってください。 

１．転載条件 

①転載先に出典を明記すること。

②記述そのまま長文転載、大量箇所の転載はしない。

③届出時に転載先の原稿または校正紙のコピーを添付すること。

（※事前に原稿、レイアウト案等を確認させていただきます。） 

④協会にて有料販売している刊行物からの転載はしない。

⑤転載内容の改変は行わない。また、届出た転載先以外には転載しない。

※著作権法第 32 条引用に該当する内容は除く。

２．注意事項 

①当協会の倫理憲章に反する場合や協会に不利益を及ぼす可能性がある場合は転載をお

断りする場合がございます。

②転載先が営利目的（有料のもの）の場合はご相談ください。

③転載先が印刷物の場合は、発行後に 1 部を当協議会宛に送付して下さい。（web の場合

は報告してください）

④転載にあたり、転載元の発効日等、時点情報に注意してください。

⑤地方公共団体からの依頼にあたり、所定の転載依頼様式がある場合は、転載届出書に替

えることができる。

３．免責事項 

転載されている情報の正確さについては万全を期しておりますが、利用者が転載情報

を用いた一切の行為について、利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害等につい

て何ら責任を負うものではありません。 

４．送付先及び問合せ先 

  〒162-0825 東京都新宿区神楽坂一丁目 15 番地 神楽坂 1 丁目ビル 6 階 

  (一社)住宅性能評価・表示協会 事務局 転載係 

  ＴＥＬ：03-5229-7440  E-MAIL：webmaster@hyoukakyoukai.or.jp 

5．届出方法 

  上記 4．へメールに添付するか郵送でお送りください。 

  メールで送信する場合いの注意事項 

https://hyoukakyoukai.ezas.jp/uups/a/files/tensai/tensai_yousiki1.docx


  ①(一社)住宅性能評価・表示協会の会員場合 

   発信者は会員機関が当協会に連絡先として登録したメールアドレスから送信するか、

登録したメールアドレスをｃｃに入れて送信してください。又は転載の件で事前に

協会へ問い合わせされている場合は、そのご担当者のメールアドレスとしてくださ

い。 

  ②(一社)住宅性能評価・表示協会の会員以外の場合 

   ・発信者は申請担当者の属する会社・団体から 2 名以上（cc に入れることも可）で

送信してください。 

・メールの件名または文中に、正式な届出である旨を記載してください。 


